
第５章 計画段階環境配慮書、環境影響評価実施計画書及び環境影響評価準備書に 

対する意見及び事業者の見解等 
 

1 計画段階環境配慮書に対する意見及び事業者の見解等 

1.1 知事の意見及び事業者の見解 

本事業に係る計画段階環境配慮書についての知事意見と事業者の見解は、表 5.1.1-1 に示すとお

りである。 
 

表 5.1.1-1（1/4） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

１

総

括

的

事

項 

(1) 本事業は、大分市、臼杵市、津久見市、竹
田市、豊後大野市及び由布市（以下「関係
市」という。）から排出される一般廃棄物の
広域処理を行う施設を整備するものである。 
対象事業実施想定区域の選定にあたって

は、平成31年３月に大分市が策定した「一般
廃棄物処理施設整備基本計画」を基に建設候
補地を決定しているが、計画段階環境配慮書
において、３候補地から 終の候補地１箇所
への絞り込みについて検討した経緯について
は、十分な記載がなされていない。 
事業の位置の決定は、環境影響評価手続に

おける根幹をなすものであることから、対象
事業実施想定区域を選定した経緯について、
より詳細に記載すること。 
 

事業実施想定区域を選定した経緯（関
係者協議、説明会等の実施状況、住民意
見・要望等を含む）について、追記しまし
た。 
 

(2) 本事業は、安定した一般廃棄物処理を進め
て行くうえで必要不可欠なものであるが、事
業の実施による環境への影響が懸念されるた
め、環境影響評価実施計画書以降の手続にお
いては、「２ 個別事項」に留意し、各環境要
素に対する影響について検討のうえ、大分県
環境影響評価条例第四条第一項の技術的事項
に係る指針別表第二の参考項目について、特
段の事由がない限り、細大漏らさず選定し、
科学的知見に基づく十分かつ適切な調査、予
測及び評価（以下「調査等」という。）を行
い、必要な環境保全措置を検討すること。 
また、各環境影響評価項目について実施す

る調査の詳細な内容、地点の設定根拠、予測
及び評価の手法等に係る考え方、根拠等の情
報を遺漏なく具体的に、かつ一般にも分かり
やすく記載すること。 
 

実施計画書以降の手続においては、「２
個別事項」に留意し、各環境要素に対する
影響について検討のうえ、大分県環境影
響評価条例第四条第一項の技術的事項に
係る指針別表第二の参考項目について、
特段の事由がない限り、細大漏らさず選
定します。 
また、科学的知見に基づく十分かつ適

切な調査、予測及び評価を行い、必要な環
境保全措置を検討してまいります。 
なお、各環境影響評価項目について実

施する調査の詳細な内容、地点の設定根
拠、予測及び評価の手法等に係る考え方、
根拠等の情報を遺漏なく、可能な限り具
体的に、かつ一般にも分かりやすく記載
します。 

(3) 事業計画の検討にあたっては、地域住民等
の生活環境への影響を可能な限り回避又は低
減するため、利用可能な 善の公害防止技術
等を採用するとともに、事業の実施について
理解を得られるよう、丁寧な説明を行うこ
と。 

受注事業者等を選定する際には、本事
業において利用可能な 善の公害防止技
術等について提案を求め、選定にあたっ
ては事業者の要求事項との整合等につい
て評価してまいります。また、地域住民に
対しては丁寧な説明を行います。 
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表 5.1.1-1（2/4） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

 

(1)
大 
気 
質 

対象事業実施想定区域及びその周辺は、起
伏に富む固有の複雑な地形を有することか
ら、施設の稼働に伴う排出ガスの影響につい
て、年平均値のみでなく、逆転層の形成や局
地風等の気象条件による短期的な高濃度の影
響にも十分考慮し、適切に調査等を行うため
の手法を検討すること。 
 

施設の稼働に伴う排出ガスの影響につ
いては、対象事業実施想定区域及びその
周辺の複雑な地形、短期的な高濃度の影
響も考慮して、調査、予測及び評価の手法
を選定しました。 
 

(2)
騒 
音 
・ 
振 
動 

計画段階環境配慮書における道路交通騒音
の予測において、現況及び将来の予測が環境
基準を超過する結果となっている。また、対
象事業実施想定区域直近の上尾トンネル北交
差点において車両が集中等すること及び当該
区域への往路が上り勾配の道路であることか
ら、工事の実施及び廃棄物の搬出入による影
響を把握するため、沿道の土地利用状況等を
考慮したうえで現況の調査地点を設定すると
ともに、適切に予測及び評価する手法を検討
すること。 
 

道路交通騒音について、関係市からの
主要運搬経路及び予測される交通量、沿
道の土地利用状況、道路構造等を考慮し
て、調査、予測及び評価の手法を選定しま
した。 
 

関係市からの主要運搬経路及び予測される
交通量を図示等するとともに、必要に応じて
当該経路上における代表地点についても調査
地点を設定すること。 
 

関係市からの主要運搬経路及び予測さ
れる交通量、調査地点を図示等しました。
 

(3) 
悪 
臭 

施設の稼働に伴い、計画施設等による悪臭
の周辺環境に与える影響について、固有の複
雑な地形を考慮した適切な調査等を行うこ
と。 

施設の稼働に伴い、計画施設等による
悪臭の周辺環境に与える影響について、
固有の複雑な地形を考慮して、調査、予測
及び評価の手法を選定しました。 
 
 

(4) 
水 
質 

工事の実施による濁水の影響については、
近年増加傾向にある集中豪雨の傾向を十分に
踏まえ、適切に調査等を行うこと。 

工事の実施による濁水の影響につい
て、予測の条件とする降雨量は、これまで
の降雨状況を踏まえて設定しました。 
 
 

(5) 
地 
形 
及 
び 
地 
質 
関 
係 

対象事業実施想定区域の造成工事において
当該区域以外から土砂を搬入する場合は、搬
入土砂の有害物質による汚染状況について必
要な調査の実施を検討すること。 

本事業に係る造成工事(盛土工事)は、
大分県土砂等のたい積行為の規制に関す
る条例の対象とはなりませんが、工事の
実施に際しては、本条例を参考として、有
害物質による汚染状況について必要な調
査の実施に努めます。 
 

計画施設は、災害発生時に地域の核となる
災害廃棄物の処理施設となるだけでなく、地
域の避難拠点としての機能も期待されること
から、対象事業実施想定区域の地質調査など
を十分に行い、災害に強い施設の整備を計画
すること。 
 

今後の造成設計では、対象事業実施想
定区域の地質調査結果を踏まえ、法面の
形成、保護の方法等、防災・土砂災害上の
対応等を考慮していきます。また、地域の
避難拠点としての機能を満たすよう、施
設の強靱化についても検討してまいりま
す。 
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表 5.1.1-1（3/4） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

(6) 
動 
植 
物 
及 
び 
生 
態 
系 

対象事業実施想定区域は、採石場の跡地に
太陽光発電所が立地したものであるため、事
業の実施による大規模な地形改変は行われな
いが、大分市自然環境調査報告書（平成19年
大分市）によると、当該地域の周辺地域では
動植物の重要種が確認されているため、工事
の実施により、周辺に生息する動物への影響
が懸念される。 
そのため、専門家その他の環境影響に関す

る知見を有する者の助言を受け、適切な手法
を用いて現況調査を実施するとともに、必要
に応じ、工事の実施並びに土地及び施設の存
在による影響を回避又は低減する環境保全措
置を十分に検討すること。 

大分市自然環境調査報告書（平成 19 年
大分市）によると、対象事業実施区域の周
辺地域では動植物の重要種が確認されて
います。また、工事の実施により、周辺に
生息する動物への影響が懸念されること
から、準備書段階では、猛禽類調査を含め
た動物調査、植物調査、生態系調査を実施
します。 
また、現地調査に際しては、専門家その

他の環境影響に関する知見を有する者の
助言を受けて実施し、調査、予測結果に応
じて、工事の実施並びに土地及び施設の
存在による影響を回避又は低減する環境
保全措置を十分に検討します。 
 

(7) 
景 
観 

対象事業実施想定区域は大分市景観計画に
おける自然景観保全エリアに該当することか
ら、施設の設計等にあたっては、当該エリア
の景観形成基準を踏まえたうえで、周辺の景
観状況を調査し、景観への影響を考慮した施
設配置、形状、高さ、色彩等を検討するとと
もに、植樹等により周辺の自然環境との調和
を図るよう努めること。 
なお、植樹等を行う場合は、周辺の植生に

配慮のうえ、在来種を用いて行うこと。 
 

メーカー等を選定する際には、周辺の
景観への影響を考慮した施設配置、形状、
高さ、色彩等について提案を求め、選定に
あたっては、景観形成基準、周辺の景観状
況等を踏まえた、事業者の基本的な考え
方との整合等について評価してまいりま
す。また、なお、植樹等を行う場合は、植
物調査、生態系調査の結果も参考として、
在来種を用いて行います。 

計画施設は、市民サービスのための複数の
機能が併設されるため、景観の要素だけでな
く、騒音・振動や悪臭対策等の環境要素及び
廃棄物収集運搬車両等の動線等を総合的に勘
案し、安全性や利便性を考慮したうえで配置
等を検討すること。 
 

ご指摘のとおり、配置計画は景観のみ
によって立案するものではありません。
今後は、騒音・振動や悪臭対策等の観点、
場内動線、市民利用の安全性や利便性も
踏まえた配置を検討してまいります。 

(8) 
廃 
棄 
物 
等 

工事の実施及び事業活動に伴って生じる廃
棄物等については、その発生の抑制及び再利
用等に努めるとともに、有効活用できないも
のについては、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」に基づき適正に処理すること。 

工事に伴い発生する廃棄物は、「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」及び「建設
工事に係る資材の再資源化等に関する法
律」等の関係法令を遵守し、適正な処理、
処分を実施するとともにリサイクルに努
めます。 
また、エネルギー回収型廃棄物処理施

設の稼働により発生する廃棄物につい
て、処理方式を焼却方式（ストーカ式）、
ガス化溶融方式（シャフト炉式）、ガス化
溶融方式（流動床式）のうちから今後選定
しますが、いずれの処理方式であっても
セメント原料化や山元還元、資源化を基
本とします。 
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表 5.1.1-1（4/4） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

(9) 
温 
室 
効 
果 
ガ 
ス 
等 

建設機械や工事用車両等の選択において
は、可能な限り排出ガス対策型、省エネルギ
ー型を採用するとともに、工事用車両及び廃
棄物運搬車両の適切な運行について指導を行
うなどにより、温室効果ガス等の排出抑制に
努めること。 

建設機械や資材等運搬車両等は、可能
な限り排出ガス対策型、省エネルギー型、
低炭素型を採用します。また、資材等運搬
車両及び廃棄物運搬車両のアイドリング
ストップについて指導を行うとともに、
休憩場所の確保などにより、温室効果ガ
ス等の排出抑制に努めてまいります。 
 

温室効果ガス等については、処理方式毎の
排出量、工事用車両及び廃棄物収集運搬車両
の走行に伴う排出量、発電による削減量、残
渣資源化に伴う排出量等を可能な限り把握
し、現状と比較すること。 
なお、処理方式等の検討にあたっては、温

室効果ガスの削減効果を勘案すること。 
 

準備書段階における温室効果ガス等の
調査、予測及び評価にあたっては、処理方
式毎の排出量、資材等運搬車両及び廃棄
物運搬車両の走行に伴う排出量、発電に
よる削減量、残渣資源化に伴う排出量等
を可能な限り定量的に把握し、現状との
比較を行います。 
なお、処理方式等の検討、メーカー等を

選定する際には、温室効果ガスの削減効
果についても勘案します。 
 

(10) 
そ 
の 
他 

環境影響評価図書に記載する図面は、騒音
等による住居等への影響など、環境影響評価
を行ううえで特に重要なものである。 
そのため、環境影響評価実施計画書以降の

図書については、各環境要素に応じた適切な
図面を、適切な縮尺を用いて示すとともに、
影響が予測される部分は必要に応じて拡大す
るなど、図示する趣旨を十分に踏まえて作成
すること。 

環境影響評価図書に記載する図面は、
騒音等による住居等への影響など、環境
影響評価を行ううえで特に重要なもので
あることを踏まえ、環境影響評価実施計
画書以降の図書では、各環境要素に応じ
た適切な図面を、適切な縮尺を用いて示
すとともに、影響が予測される部分は必
要に応じて拡大するなど、図示する趣旨
を十分に踏まえて作成します。 
 

工事の実施及び施設の稼働による上尾トン
ネル北交差点における交通量の増加に伴い、
交通事故や渋滞の発生等が懸念されることか
ら、当該交差点付近の道路幅員、車線数、交
通量等の道路情報を把握し、これらについて
予測及び評価するよう努めること。 

資材等運搬車両及び廃棄物運搬車両が
集中する上尾トンネル北交差点及び国道
10 号（大南大橋先交差点～国道 57 号合
流点）に着目して、準備書段階では、地域
交通として環境要素に設定し、道路交通
の状況等を調査、予測及び評価を行って
まいります。 
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1.2 一般の意見の概要及び事業者の見解 

本事業に係る計画段階環境配慮書について以下のとおり公告・縦覧した結果、一般の意見は２通

３件が提出された。 

・公 告 日：令和２年７月 13 日 

・縦 覧 期 間：令和２年７月 13 日から令和２年８月 11 日 

・意見書提出期間：令和２年７月 13 日から令和２年８月 18 日 

・意見書提出数：２通（３件） 

 

一般の意見の概要と事業者の見解は、表 5.1.2-1 に示すとおりである。 

 

表 5.1.2-1 一般の意見の概要及び事業者の見解 

区分 一般の意見 事業者の見解 

第

一

種

対

象

事

業

の

目

的

及

び

内

容 

(1) 
計 
画 
施 
設 
の 
諸 
元 

プラント用水として、井水利用することは
絶対反対です。上り尾の多くの家庭では、井
水を生活用水として利用しています。また、
簡易水道も井水と湧水を利用しており枯渇す
る可能性があります。なぜなら伏流水・滞流
水ともその流れを特定することができませ
ん。上水が地震や大野川の洪水等で確保でき
なくなることが火を見ることよりも明らかで
す。上水が確保できなくなった時に多様なバ
ックアップを準備しておくことが必要だと考
えます。 
 

プラント用水、生活用水については上
水道を使用することとしています。また、
大規模災害時に上水道が使用できない期
間が生じることも想定し、プラント用水
は循環・再利用対策を講じるなどバック
アップについても十分な検討をしてまい
ります。 

(2)
収 
集 
・ 
運 
搬 
計 
画 
  

一次集積所を設置するなどの工夫をして、
パッカー車や、ごみを持ち込む一般車の台数
を減らす対策を真剣に考えてください。ま
た、パッカー車を排ガスの出ない（少ない）
車にしてください。 

渋滞問題及び騒音対策、排ガスなど周
辺環境への影響を考慮する中、発生源と
なる車両台数の削減に向けた取組とし
て、中継施設の設置など関係６市とも連
携してまいります。ごみ収集車両の更新
時には環境配慮型の導入に努めます。ま
た、ごみの減量については今後とも総量
削減に向けた市民啓発活動に取り組みま
す。 

自動車の騒音の状況とありますが、騒音に
加え信号待ちや渋滞、坂道による排気ガスの
増加が周辺地区に環境影響を生じる可能性が
あり、ごみ収集車両は車両更新時に電気自動
車、ハイブリット車、天然ガス車等環境配慮
型に順次切り替えてゆくことが望ましい。 
その他～ごみの減量化を広報や収集方法等

の検討により推進してほしい。 

 

 

 

 

 

 

5-5



2 環境影響評価実施計画書に対する意見及び事業者の見解等 

2.1 知事の意見及び事業者の見解 

本事業に係る環境影響評価実施計画書についての知事意見と事業者の見解は、表 5.2.1-1 に示す

とおりである。 

 

表 5.2.1-1（1/4） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

１

総

括

的

事

項 

(1) 本事業は、大分市南部の上戸次に大分市、臼
杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市及び由布
市（以下「関係市」という。）から排出される
一般廃棄物の広域処理を行う施設を整備する
ものである。 
本事業は、安定した一般廃棄物処理を進めて

行くうえで必要不可欠なものであるが、事業の
実施による環境への影響が懸念されるため、科
学的知見に基づく十分かつ適切な調査、予測及
び評価を行い、必要な環境保全措置を検討する
こと。 
また、各環境影響評価項目について実施する

調査の詳細な内容、地点の設定根拠、予測及び
評価の手法等に係る考え方、根拠等の情報を遺
漏なく具体的に、かつ一般にも分かりやすく記
載すること。 
事業計画の検討にあたっては、地域住民等の

生活環境への影響を可能な限り回避又は低減
するため、利用可能な 善の公害防止技術等を
採用するとともに、事業の実施について理解を
得られるよう、丁寧なコミュニケーションを図
ること。 

 事業実施による環境への影響を把握す
るため、科学的知見に基づく十分かつ適
切な調査、予測及び評価を行い、その結果
を踏まえ、必要な環境保全措置を検討し
ました。 
また、各環境影響評価項目について実

施する調査の詳細な内容、地点の設定根
拠、予測及び評価の手法等に係る考え方、
根拠等の情報を遺漏なく具体的に、かつ
一般にも分かりやすい記載としました。
事業計画の検討にあたっては利用可能

な 善の公害防止技術等の採用に努め、
関係法令よりも厳しい自主基準値を設定
し、地域住民等の生活環境への影響を可
能な限り回避又は低減してまいります。
また、事業の実施に理解が得られるよう、
わかりやすい説明資料を作成するなど丁
寧なコミュニケーションを図ってまいり
ます。 

２

個

別

事

項 

(1) 
大 
気 
質 

気象調査の実施にあたっては、対象事業実施
区域及びその周辺の複雑な地形、逆転層等の発
生の可能性を十分に考慮して適切な時期に現
地調査を行い、大気質への影響を予測及び評価
すること。 
加えて、大気質の評価結果は、悪臭の予測及

び評価にも関わる資料となるため、周辺環境に
与える影響範囲とその程度を、詳細に予測及び
評価するよう努めること。 

地上気象調査として、対象事業実施区
域で風向風速、日射量、放射収支量、気温
及び湿度の項目を通年で実施し、また、上
層気象調査を四季で実施することによ
り、複雑な地形の影響や逆転層の発生状
況等を把握することと致しました。その
結果を踏まえ、大気質の予測評価に反映
しました。 
さらに、施設の稼働による排出ガスの

影響について、寄与濃度分布を図示する
など周辺環境に与える影響範囲を詳細に
示しました（評価書 p9.1-6～p9.1-17、
p9.1-75～p9.1-80参照）。 

(2) 
騒 
音 
・ 
振 
動 

本事業は、関係市の一般廃棄物を広域処理す
る事業であることから、騒音・振動の調査につ
いては、関係市からの計画施設への廃棄物運搬
経路における予測交通量と現有施設への廃棄
物運搬経路における交通量を比較検討した騒
音予測が可能となるよう、主要な道路だけでな
く、枝道等搬入、搬出する可能性がある運搬経
路ごとに行うよう努めること。 

騒音・振動の調査については、関係市等
からの廃棄物運搬経路となり交通量の増
加が見込まれる路線について把握または
想定することとし、その結果、９地点選定
しました（評価書p9.2-2、p9.2-4参照）。
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表 5.2.1-1（2/4） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

 

(2)
騒 
音 
・ 
振 
動 

本事業に近接する主要道路（国道１０号）で
は、現況で騒音の環境基準を超過し、騒音レベ
ルの予測結果ではさらに上昇するとある。この
ことから、騒音・振動の調査においては、道路
交通の現況、沿道における土地利用や住居配置
の状況も考慮して実施し、可能な限り影響を低
減するための具体的かつ効果的な保全措置を
検討し、適切に調査、予測及び評価を行うこと。
なお、本事業の実施に伴い、周辺の騒音環境

が悪化することのないよう、総合的な交通対策
について関係機関と適切な協議を行うこと。 

騒音・振動の調査においては、道路交通
の現況、沿道における土地利用や住居配
置の状況を把握し、沿道付近に住居が接
している箇所を調査地点として選定しま
した。また、可能な限り影響を低減するた
め、廃棄物運搬の効率化を図る等具体的
かつ効果的な保全措置を検討し、適切な
調査、予測及び評価を行いました。 
なお、本事業の実施に伴い、周辺の騒音

環境が悪化することのないよう、総合的
な交通対策について関係機関と適切な協
議を行っており、具体的には津久見市と
豊後大野市において、中継施設を設置し、
大型車への積替えによる運搬の効率化を
図ることとなりました。 
 

(3) 
悪 
臭 

施設の稼働に伴う計画施設等による悪臭の
周辺環境に与える影響については、対象事業実
施区域及びその周辺の複雑な地形、逆転層等の
発生の可能性を十分に考慮し、大気質に係る調
査結果を活用した適切な調査、予測及び評価を
行うこと。 
なお、処理方式等の検討にあたっては、悪臭

対策についても勘案すること。 
 
 

悪臭の周辺環境に与える影響について
は、大気質に係る調査結果を活用し適切
な調査、予測及び評価を行いました。 
処理方式等の検討にあたっては、悪臭

対策についても勘案します。 

(4) 
水 
質 
・ 
地 
形 
及 
び 
地 
質 

工事の実施による濁水の影響については、近
年増加傾向にある集中豪雨の降雨量を考慮し
た濁水発生量の予測、大野川及び吉野川等への
流入の可能性も調査し、その予測結果を踏まえ
て濁水の川への流入防止対策を検討すること。

 濁水発生量については、近年増加傾向
にある集中豪雨の降雨量を考慮し予測し
ました。 
なお、吉野川への濁水流入の可能性に

ついては、北側及び東側の山林部分の造
成工事は行なわないため、現在の尾根筋
が改変されることはありません。また、造
成工事を行う改変区域の集水域は大野川
となるため、吉野川へ濁水が流入する可
能性はないと考えます。 
以上の点を踏まえ、沈砂池の設置等の

濁水流出防止対策を検討しました。 
（評価書p9.5-22参照） 
 

対象事業実施区域は、現在、採石場跡地を太
陽光発電所として土地利用されており、崖部分
が一部露出している。崖の処理については、降
雨による表層の崩れで発生する濁水の影響と
ともに、防災安全上の観点も踏まえて早期の対
処を検討すること。 
 
 

 崖部分については、落石対策を行うと
ともに、可能な範囲で緑化に努めます。ま
た、濁水については沈砂池を設置する等
により直接的な大野川への流出を防ぐよ
う対策を検討いたします。 
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表 5.2.1-1（3/4） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

(5) 
動 
植 
物 
及 
び 
生 
態 
系 

も自然環境が残る対象事業実施区域の東
側に調査地点が設定されていない。対象事業実
施区域周辺では、サシバ等重要な猛禽類をはじ
めとする動物の生息が確認されているため、現
地踏査を進めるにあたっては、調査範囲及び調
査地点を再度検討したうえで、調査、予測及び
評価を行い、その検討の経緯も含めて環境影響
評価準備書に記載すること。 
また、動植物及び生態系の調査については、

専門家その他の環境影響に関する知見を有す
る者の助言を受け、適切な手法を用いて実施す
るとともに、動植物の重要種や重要な特徴を有
する生態系が確認された場合は、工事の実施並
びに土地及び施設の存在による影響を回避又
は低減する環境保全措置を十分に検討するこ
と。 

動物調査については、ひとつの環境域
として、尾根筋及び事業用地（改変区域）
の 300ｍ程度までを調査範囲の目安とし
て設定しています。しかし、鳥類及び猛禽
類に関しては移動能力が高いため、事業
用地（改変区域）のそれぞれ 500ｍ程度、
1km 程度までを調査範囲の目安としまし
た。猛禽類調査の地点につきましては、事
業用地（改変区域）の東側も確認できる地
点を選定しています。調査時に東側で繁
殖行動がみられるなど、より詳細な把握
が必要な場合には、新たに東側に調査地
点を設定するなどして対応することとし
ました。鳥類についても尾根伝いにライ
ンセンサスを行い東側も確認できるよう
設定したしました。 
上記の検討の経緯を第５章 3 環境影響

評価実施計画書に係る検討の経緯及びそ
の内容に記載しました。 
なお、対象事業実施区域の東側につい

ては、崖部分については安全対策として、
落石対策を行うとともに、可能な範囲で
緑化を行う予定ですが、造成の予定はな
いため、動物の生息環境を改変いたしま
せん。 
動植物及び生態系の調査については、

専門家その他の環境影響に関する知見を
有する者の助言を受け、適切な手法を用
いて実施しました。動植物の重要種や重
要な特徴を有する生態系について、本事
業による影響を回避又は低減する環境保
全措置を示しました。 
 
 

(6) 
景 
観 

対象事業実施区域は、大分市景観計画におけ
る自然景観保全エリアに該当することから、施
設の設計等にあたっては、当該エリアの景観形
成基準を踏まえたうえで、周辺の景観状況を調
査し、遠景だけでなく、近景への影響を考慮し
た施設配置、形状、高さ、色彩、意匠、外構計
画を検討すること。 
また、景観的配慮の検討にあたっては、先進

事例の調査等を踏まえ、周辺道路や集落からの
視認面積、地域の里山や緑地の改変面積の縮
小、地域の自生植生に類似する奥行きのある高
中木類の緑地形成等、具体的な設計手法を検討
すること。なお、植樹を行う場合は、周辺の植
生に配慮のうえ、在来種を用いること。 
 
 
 

対象事業実施区域は、大分市景観計画
における自然景観保全エリアであること
を踏まえ、周辺道路や集落からの景観状
況を適切に調査し、予測評価しました。
景観的配慮の検討にあたっては、フォ

トモンタージュの作成により、周辺道路
や集落からの視認状況を予測評価しまし
た。 
対象事業実施区域内の山林は可能な限

り改変を行わないものとし、緑地を確保
してまいります。また、植樹は地域の植生
に配慮し、在来種を用いることとします。
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表 5.2.1-1（4/4） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

(7) 
廃 
棄 
物 
等 

工事の実施及び事業活動に伴って生じる廃
棄物等については、その発生の抑制及び再利用
等に努めるとともに、有効活用できないものは
適正に処理すること。 
現在、対象事業実施区域には太陽光発電所が

設置されていることから、太陽光パネルの撤去
等に伴い発生する廃棄物等も含めた建設副産
物について、種類ごとの発生及び処分について
予測及び評価を行うこと。 
また、土地の掘削その他土地の形質の変更を

行う際に、地下に廃棄物がある場合は、廃棄物
の処理を適正に行うこと。 
 

工事の実施及び事業活動に伴って生じ
る廃棄物等については、その発生の抑制
及び再利用等に努めるとともに、有効活
用できないものは適正に処理してまいり
ます。 
太陽光パネルは所有者が移設を行う予

定であり、把握が困難です。 
計画施設建設工事に発生する建設副産

物については、種類ごとの発生及び処分
について予測及び評価を行いました。 
対象事業実施区域は採石場跡地に盛土

をしたものであり、地下に廃棄物が存在
する可能性は小さいと考えますが、確認
された場合には、適切に処理を行います。

(8) 
温 
室 
効 
果 
ガ 
ス 
等 

建設機械や工事用車両等の選択においては、
可能な限り排出ガス対策型、省エネルギー型を
採用するとともに、工事用車両及び廃棄物運搬
車両の適切な運行について指導を行うなどに
より、温室効果ガス等の排出抑制に努めるこ
と。 

建設機械や工事用車両等の選択におい
ては、可能な限り排出ガス対策型、省エネ
ルギー型を採用します。また、工事用車両
及び廃棄物運搬車両の適切な運行につい
て指導を行うなどにより、温室効果ガス
等の排出抑制に努めます。 

温室効果ガス等については、処理方式毎の排
出量、工事用車両及び廃棄物収集運搬車両の走
行に伴う排出量、発電による削減量、残渣資源
化に伴う排出量等を可能な限り把握し、現状と
比較すること。 
なお、処理方式等の検討にあたっては、温室

効果ガスの削減効果を勘案すること。 

温室効果ガス等について、工事用車両
及び廃棄物収集運搬車両の走行に伴う排
出量、発電による削減量、残渣資源化のた
めの搬出車両の走行に伴う排出量等を可
能な限り把握し、現状と比較しました。
なお、処理方式等の検討、メーカー等を

選定する際には、温室効果ガスの削減効
果についても勘案します。 
 

(9) 
そ 
の 
他 

環境影響評価図書に記載する図面は、騒音等
による住居等への影響など、環境影響評価を行
ううえで特に重要なものである。 
そのため、各環境要素に応じた適切な図面

を、適切な縮尺を用いて示すとともに、影響が
予測される部分は必要に応じて拡大するなど、
図示する趣旨を十分に踏まえて作成すること。

図面については、図示する趣旨に留意
し作成しました。 

工事の実施及び施設の稼働による上尾トン
ネル北交差点における交通量の増加に伴い、交
通事故や渋滞の発生等が懸念されることから、
当該交差点付近の道路幅員、車線数、交通量等
の道路情報を把握し、これらについて予測及び
評価するよう努め、交通対策については、関係
機関と適切な協議を行ったうえで、搬入車両計
画等を検討すること。 

上尾トンネル北交差点における道路情
報を把握し、渋滞発生の可能性について
予測評価を行いました。 
右折専用車線の延長及び左折専用車線

の新設について、関係機関と適切な協議
を行い、搬入車両計画等を検討いたしま
す。 
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2.2 一般の意見の概要及び事業者の見解 

本事業に係る環境影響評価実施計画書について以下のとおり公告・縦覧した結果、一般の意見は

４通 17 件が提出された。 

・公 告 日：令和２年 12 月 15 日 

・縦 覧 期 間：令和２年 12 月 15 日から令和３年１月 25 日 

・意見書提出期間：令和２年 12 月 15 日から令和３年２月８日 

・意見書提出数 ：４通（17 件） 

 

一般の意見の概要と事業者の見解は、表 5.2.2-1 に示すとおりである。 

 

表 5.2.2-1（1/5） 一般の意見の概要及び事業者の見解 

区分 一般の意見 事業者の見解 

第

一

種

対

象

事

業

の

目

的

及

び

内

容 

(1) 
計 
画 
施 
設 
の 
諸 
元 

ストーカ方式における残渣の処分方法が「新
清掃工場において埋め立て処分」となっていま
すが、これまでの説明会では、一切埋め立てを
しないと聞いております。 

埋立は対象事業実施区域内（新環境セ
ンター）では行わない計画です。焼却灰及
び飛灰の焼却残渣は、再資源化（セメント
の原料等）することとしています。 

ガス化溶融方式（シャフト炉式）は、悪臭が
強いので反対です。 

悪臭が強いというのは、コークスの臭
いかと思われます。 
計画施設では悪臭が漏洩しないよう適

切な管理をしてまいります。また、自主管
理値を設定し、遵守してまいります 
（評価書 p2-25、p2-26 参照）。 

地域住民が心配するとしたら、大野川へ何か
処理水を流すのか？あるならば、どんな水なの
か？ 
排気の煙に含まれる物質が川に注ぎ込まれ

有害な影響を与え、魚などに影響与えないか？
などが心配される想定事項だと思うので、そこ
らへんが他の事例紹介や情報公開としてある
とよいと思います。 

大野川へは生活系排水については合併
処理浄化槽で処理したのち放流します。
プラント系排水は処理したのち場内で再
利用しますので排水に含まれる物質を大
野川へは放流いたしません。 
施設の稼働時に際しては、積極的な情

報発信や情報公開のもと、市民に理解さ
れ、信頼される施設を目指してまいりま
す。 
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表 5.2.2-1（2/5） 一般の意見の概要及び事業者の見解 

区分 一般の意見 事業者の見解 

第

一

種

対

象

事

業

の

目

的

及

び

内

容 

(2)
収 
集 
・ 
運 
搬 
計 
画 
  

現状戸次地区判田地区などは、朝夕の白滝橋
－米良入り口区間を中心とした慢性的な渋滞
があり、自転車や自動車事故も多い場所です。
宮崎、熊本、臼杵方面からも戸次で一度交わ

り大分市内中心部に車が広がっていく、大分市
の南の入り口としてのボトルネック渋滞、そし
て白滝橋、米良入り口、松岡方面、１０号線が
交わりクロスする場所になっています。 
一日７００台？の収集車は更に渋滞を悪

化？させる可能性もあることや、近年の大水に
対しての非常に弱い場所でもあるので、道の拡
張や車線を増やす、白滝橋から米良入り口まで
を宗麟大橋のような立体交差にするなど、将来
を見据えたなんらかの問題解決への大幅な改
良を要望したいです。 
 
 

上尾トンネル北交差点における道路情
報を把握し、渋滞発生の可能性について
予測評価を行いました。その結果、資材等
運搬車両及び廃棄物運搬車両の走行によ
る地域交通への影響は小さいものとなり
ました（評価書p9.14-27～9.14-31参照）。
廃棄物運搬車両については、交通対策

として、中継施設を設置し、大型車への積
替えによる運搬の効率化など台数の減少
に努めます。 
交通渋滞問題に対する道路改良につい

ては、地元の要望として道路管理者へ情
報としてお伝えさせていただきます。 
中九州道については、国からの計画等

が示されていないことから、完成後の通
行予測は行っておりません。 
搬入口からの登り区間は勾配を現状よ

り緩和する道路構造となるよう計画して
います。 
 

説明会での搬入資料 ８２０台が６８７台
配慮書９４０台とあるが渋滞しない根拠示し
てください。令和２年２月２７日の質問事項に
対する回答について通常時（６８７台）には渋
滞しないと予測していますとあり、２５０台以
上増えても渋滞しない根拠を明らかにせよ、中
九州道完成後の通行予測はしていますか。搬入
口からの登り区間は勾配きつく国の道路の勾
配規定に適合するか。 
 
 

搬出入の車両台数の想定が９４０台となっ
ているが交通渋滞が起きないという根拠が示
されていない。地区住民にしっかりした根拠を
示してほしい。 
 
 

対

象

事

業

実

施

区

域

の

状

況 

 

(1) 
社 
会 
的 
状 
況 

悪臭防止法による規制地域外となっている
「規制地域外」になっているので、どうでもよ
い」ということでしょうか？悪臭は地域住民に
とっては、大きな不安です。 

対象事業実施区域は、悪臭防止法によ
る規制地域外となっていますが、計画施
設では悪臭が漏洩しないよう適切な管理
をしてまいります。また、自主管理値を設
定し、遵守してまいります（評価書 p2-25、
p2-26 参照）。 
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表 5.2.2-1（3/5） 一般の意見の概要及び事業者の見解 

区分 一般の意見 事業者の見解 

環

境

影

響

評

価

項

目

の

選

定 

(1) 
選 
定 
理 
由 
ま 
た 
は 
選 
定 
し 
な 
か 
っ 
た 
理 
由 

要約書Ｐ３１文化財において、文化財の存在
は確認されなかったことから、評価項目に選定
しなかったとあるが、是非、調査をしていただ
きたい。  
 

（理由１） 
明治８年に国道１０号線が開通するまでは、

新環境センター建設予定地の東側の尾根に古
代から利用されてきた「日向街道」があります。
古墳時代から飛鳥時代（あるいはもっと以前

から）には、日向街道近辺上り尾の坂原で製鉄
が行われていたことや、６世紀後半に用明天皇
（聖徳太子の父）が日向道を南下したという説
があります。そのことと関連して「炭焼小五郎
伝説」「真名野長者伝説」等があります。 
豊後大野市には、犬飼町（犬養）があり、隣

接する川原集落に三宅性（屯倉）が４軒ありま
す。犬飼町西寒田に鎮座する「西寒田神社」は、
豊後一ノ宮であるとの古文書も存在していま
す。 
 

（理由２） 
１５８６年（天正１４年）「戸次川の戦い」

において、島津家久軍が１万８千の軍勢を率い
て坂原山に本陣を置いています。 
日向街道沿いには、お地蔵様や道祖神、墓等

があります。貴重な今後守っていかなければな
らないものが眠っている可能性があります。
近、出雲大社では日本書紀に神話として記され
た建物の遺構が発掘されたりしています。 
 
 

「歴史の道調査報告書 日向道」（大分
県教育委員会）によれば、日向道は対象事
業実施区域の東側の尾根付近と推測され
ます。 
本事業において、対象事業実施区域の

東側の尾根付近は改変を行わない計画で
あり、改変する箇所は採石場跡地である
太陽光発電所となっているため、文化財
は存在しないものと思われます。ただし、
文化財と思われるものが発見された場合
には、大分県教育委員会に指示を仰ぎ適
切に対応してまいります。 

調 

査 

、

予 

測 

及 

び 

評 

価 

の 

手 

法 

(1) 
大 
気 
質 

今回、大気質及び悪臭等の調査において影の
木、川原、大塔地区が調査地点となっていない。
影の木、川原、大塔地区では上に多く人が住ん
でいるため、地形や風向等から一番影響がある
と考えられる。  
煙突高Ｈ＝５９mとして想定しているようだ

が同地区は高さ的にも煙突高と同程度の標高
であるため煙突からの影響が大きいと考えら
れる。将来工場が稼働し、悪臭や空気汚染等が
出た場合、現状の調査の値がないと比較ができ
ないのでは問題がある。よって現況把握調査地
点として追加をしてもらいたい。 
 
 
 

現況の大気質や悪臭について、近隣の
調査地点の濃度が同程度であることか
ら、影の木、川原、大塔地区においても同
程度と推測されます。 
なお、計画施設における排出ガスにつ

いては、関係法令より厳しい自主管理値
を設定します。また、適切な運転管理を行
うとともに、排出ガスの測定値について
地域住民に情報提供を行っていきます。
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表 5.2.2-1（4/5） 一般の意見の概要及び事業者の見解 

区分 一般の意見 事業者の見解 

調 

査 

、

予 

測 

及 

び 

評 

価 

の 

手 

法 

 

(1) 
大 
気 
質 

施設の稼働よる有害物質の拡散が出来ず集
中して来るような気がする。 
対岸の鳥巣地区から隣接地の埃を観察する

事が出来る朝から夕方までの時関帯によって
変化している。予定地周囲は起伏と大野川に沿
って朝と夕方で風の向きがかわるようにある。
台風時は川沿いに吹くことが多い、有害物質を
取り除く 新の機械を使用すること、上層逆転
時・ダウンドラフト現象等の調査及び煙突の高
さ５９mで良いのか。 

風向風速等地上気象について年間を通
じて測定を実施しました。このデータを
基に施設の稼働による排出ガスの大気質
への影響について予測評価を行いました
が、影響は小さいものとなりました。四季
で上層気象調査を行い、上層逆転等の状
況を把握しました。 
なお、計画段階影響配慮書において煙

突高さ 59ｍ、80ｍ、100ｍの複数案の影響
を比較しましたが、その差は小さく、59ｍ
でも十分な拡散効果が得られると評価し
ています。 
 

(2) 
悪 
臭 

悪臭物質の濃度等の状況を把握する時期と
して、夏季に１日（１回）とありますが、各季
に１回、夏季は複数回実施することを要望しま
す。測定器による悪臭と人が感じる悪臭に差異
がありますが、どのように対処しますか。 

も臭気が発生しやすい夏季に１回調
査することで現状を把握できるものとし
ました。 
調査については、悪臭防止法に定める

22 物質の悪臭物質濃度を分析機器で測定
するとともに、人の嗅覚を利用してにお
いの強さを総合的に評価する臭気指数に
ついても測定しました。 

(3) 
水 
質 

対岸の舟戸地区・花香地区には上水道施設も
なく湧き水と大野川の伏流水を使用している
ので舟戸地区の水質調査をお願い出来ません
か。 
令和２年２月27日の質問事項に対する回答

では、新環境センターの整備にあたっては、災
害ごみの仮置場を設けることで、交付金の交付
対象となることから、設置を検討しています。
新環境センターの敷地に調整池を設けるなど、
災害ごみの仮置場から流れる雨水などが直接
大野川へ流入することがないように、対策を行
うこととしています。しかし近年では線状降水
帯や豪雨災害では、法面や敷地内の雨量を調整
池で止める事が出来るのか雨水がそのまま仮
置場の中を流れ大野川に濁流のごとく流れ出
る可能性が大である。キレイな大野川が失われ
る可能性もある。 
 

大野川の対岸の湧き水については、本
事業の工事や稼働による水質への直接の
影響はないと判断します。 
工事中の濁水や施設の稼働時の生活系

排水は適切に処理し放流するものとしま
す。 
濁水発生量については、近年増加傾向

にある集中豪雨の降雨量を考慮し、可能
な限り対応してまいります。 
また、災害ごみの仮置き場の雨水につ

いては、敷地内の雨水と混ざらないよう
にし、排水に含まれる物質が流出しない
よう対応してまいります。 
 

(4) 
動 
物 

タカは鳥類調査のガイドブックの順守。 
 

「猛禽類保護の進め方(改訂版) ― 特
にイヌワシ、クマタカ、オオタカについて
―」（環境省自然環境局野生生物課）に準
拠して実施しました。 
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表 5.2.2-1（5/5） 一般の意見の概要及び事業者の見解 

区分 一般の意見 事業者の見解 

調 

査 

、

予 

測 

及 

び 

評 

価 

の 

手 

法 

(5) 
景 
観 

岩屋金地区の一部では建物がグランドライ
ンより上が見える場所がありますので、対策を
検討してください。 

対象事業実施区域は、大分市景観計画
における自然景観保全エリアであること
を踏まえ、色彩や外構など検討してまい
ります。 
 
 

(6) 
地 
域 
交 
通 

交通量の調査地点が、新環境センター入口付
近になっていますが、滞留長の 後尾は調査地
点から死角になります。現在でも「上尾南信号」
（暖家前）『上尾トンネル北信号」が赤になる
と、「上尾中央信号」付近まで滞留することが
あります。 
滞留長の調査は、以上のことから工夫をして

ください。 
 
 
 

調査時の留意点ありがとうございま
す。情報を参考に滞留長の調査を実施い
たしました。 

そ

の

他 

(1) 
環 
境 
と 
地 
域 
活 
性 
化 

道の駅のつはるなど、発電？やエコ？エネル
ギーを活用した施設にするのも住民の理解は
得られやすいと思います。 
提案として、施設を定期的に社会見学できる

場にし、再生エネルギーを活用し、レストラン
暖家が運営？併設した道の駅産直所や農家仕
事を終えた周囲住民などにも喜ばれ、旅人も癒
す道の駅やよいのようなお風呂施設を作る。そ
して地域周辺や犬飼の川の港や花火や大野川
の歴史や周辺観光コーナーも作る。そして環境
配慮と地域活性化を同時に行い、 大限の効果
を生み出すといいと思います。 
普段から全国の街を歩く中、地域経済活性

化、次の子供たちへの住みやすい街づくりなど
を考え、意見させてもらいました。よろしくお
願いします。 
 
 
 

貴重なご意見をありがとうございま
す。より住民から理解が得られるような
施設となるよう努めてまいります。 

(2) 
コ 
ミ 
ュ 
ニ 
ケ 
ー 
シ 
ョ 
ン 

環境法令８２法による、３章～１１章につい
て、再三の質問について市担当者の説明が不明
確で、地区住民として不信感を抱く実情が有
り、施設の計画それ自体が地区の我々にとって
理解出来ない。広域化共有する指標として本当
に効果的な方針なのか（地域住民意思に反し）、
市民を代表する首長として、計画進行における
正当性の審議を今一度お願いいたします。 
 
 
 

より住民から理解が得られるよう丁寧
でわかりやすい説明を行ってまいりま
す。 

 

 

 

5-14



3 環境影響評価実施計画書に係る検討の経緯及びその内容 

3.1 大気質 

1) 調査地点（環境大気） 

計画段階環境配慮書での予測結果は、着地濃度は対象事業実施区域の南から南南西方向で、他の地

域より高くなる傾向となった。この場合の気象条件（風向・風速）は、犬飼地域気象観測所における

データを用い、年間 多風向は北北東であった。風向・風速を含む地上気象調査は、対象事業実施区

域において１年間の実施を計画しているが、周辺の地形をみた場合、犬飼地域気象観測所でのデータ

と同様の傾向の調査結果が得られる可能性は高いと考えられる。また、今後の準備書における予測結

果においても、着地濃度は対象事業実施区域の南から南南西方向で、他の地域より高くなる傾向とな

る可能性が高いと考えられる。 

周辺の土地利用等では、民家等が集まる地域、人の多く集まる施設に着目した。 

対象事業実施区域周辺の現地調査地点は、以上を踏まえ、また、 大着地濃度出現距離を念頭に総

合的に検討し設定した。 

すなわち、対象事業実施区域の南から南南西方向では、細口地区旧市道（細口公民館付近）、犬飼中

学校、戸上ふれあい広場などの３地点を、北北西から北方向では、上戸次小学校、上り尾公民館、鳥

巣地区（自治会防火水槽付近）など、将来的にも土地利用の変更の可能性が低い施設を設定した。 

 

2) 調査地点（沿道大気） 

工事の実施時における資材等運搬車両の主要走行ルートは、大分市中心部から国道 10 号を通るル

ートとなる。 

供用時における廃棄物運搬車両の主要走行ルートは、各市における人口重心点、既存施設の位置（将

来の中継施設等への活用可能性に着目）、各市への聞き取り結果等を踏まえて設定した。その結果、

各市から国道 10 号に集中することとなる。 

各市からの主要走行ルートにおける現況交通量及び廃棄物運搬車両の寄与率を算出したところ、国

道 10 号を北側から対象事業実施区域に至る区間（大南大橋先交差点～対象事業実施区域）に、廃棄物

運搬車両台数の 92.4％が集中することとなり、この場合の寄与率は平日、休日ともに 6.2％である。

また、南側から対象事業実施区域に至る区間（国道 57 号合流点～対象事業実施区域）には、廃棄物運

搬車両台数の 7.6％が集まることとなる。 

上記を踏まえ、沿道大気に係る現地調査地点は、各市からの廃棄物運搬車両が集中する国道 10 号

の大南大橋先交差点～対象事業実施区域、国道 57 号合流点～対象事業実施区域のそれぞれの区間に

おける市有地、公民館において調査地点を設定した。 

 

2) 廃棄物搬入車両台数 

廃棄物の搬入車両の台数については、津久見市と豊後大野市において、中継施設を設置し、大型車

への積替えによる運搬の効率化を行うことを踏まえた上で算出し、予測、評価を行った。 

騒音、振動、温室効果ガス等、地域交通についても同様に予測、評価を行った。 
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3.2 騒音・振動 

1) 調査地点（道路交通騒音・振動） 

資材等運搬車両、廃棄物運搬車両の主要走行ルートは本市中心部から国道10号を通るルートとなる。 

国道10号において、資材等運搬車両、廃棄物運搬車両の走行による騒音・振動への影響は、市内中

心部から南下するにつれて、一般車両交通量が減少傾向となる対象事業実施区域の近隣（大南大橋先

交差点～対象事業実施区域）で大きくなると考えられる。 

各検討地点での廃棄物運搬車両の走行による影響について、平成27年度道路交通センサスの交通量

を用いて「道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model 2018”」に示される単純条件下での等価騒音

レベル（ＬAeq,Ｔ）の簡易計算法により検討した。 

検討の結果、現況においても環境基準を上回っているものと考えられる地点や廃棄物運搬車両の走

行により将来の騒音レベルの増加が考えられる地点を現地調査地点の選定の目安とした。 

上記を踏まえ、道路交通騒音及び振動に係る現地調査地点について、図9.2.1-1（2/2）に示す地点

を設定した。 

 

3.3 水質（河川・水の濁り） 

1) 調査地点 

魚類・底生生物調査地点である①大野川流入口下流においても水質調査を実施するものとした。 

 

2) 濁水発生量 

濁水発生量については、近年増加傾向にある集中豪雨の降雨量を考慮し、犬飼地域気象観測所の

統計期間（昭和51年～令和３年）の観測値第１位である１時間降水（69.0mm/h）の条件についても

予測を行い、その際に必要な沈砂池容量を算出した。 

 

3.4 動物・植物 

1) 調査範囲（哺乳類） 

対象事業実施区域の中心部分（平地部分）やのり面については、人工的な裸地、草地となっており、

シカやウサギなどを除いて哺乳類の生息には適さないと考えられる。 

西側は国道 10 号に接し、事業用地（改変区域）との間に一部森林が残っている。施設への進入道路

の改良を行うため、影響を与える可能性がある。 

南側は、境界には一部樹木が生えているが、採石事業者が掘削を行っており、振動や音の影響で哺

乳類の生息には適さないと考えられる。 

東側、北側については、森林となっている。安全対策としてのり面保護を講じる場合があるが、造

成の予定はないため、哺乳類の生息環境を改変することはない。 

東側、北側については、尾根筋の東西または南北斜面という地形による日照条件や土壌水分等の違

いや、水域なども考慮してひとつの環境域として尾根筋までを調査範囲の目安として設定する。 

また、「道路環境影響評価の技術手法」によると、「事業用地（改変区域）及びその周辺とする。そ

のうち、現地踏査を行う範囲は、事業用地（改変区域）及びその端部から 250ｍ程度を目安とする。」

としている。 
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以上を踏まえ、尾根筋及び 300ｍ程度までを調査範囲の目安として設定し、影響範囲を把握する上

で問題はないと考える。ただし、足跡や食痕、糞などが確認された場合、より生息の可能性のある環

境が確認できた場合、地点の移動、追加を行う場合があるものとした。 

 

2) 調査範囲（鳥類） 

事業用地（改変区域）の中心部分（平地部分）については、人工的な裸地、草地となっており、森

林性の鳥類の生息には適さないと考えられる。 

西側は国道 10 号に接し、事業用地（改変区域）との間に一部森林が残っている。施設への進入道路

の改良を行うため、影響をあたえる可能性がある。 

南側は、境界に一部樹木が生えているが、現在採石事業者が掘削を行っており、振動や音の影響で

鳥類の生息には適さないと考えられる。 

東側、北側については、森林となっているが造成の予定はないため、生息環境を改変することはな

い。 

なお、「道路環境影響評価の技術手法」によると、「事業用地（改変区域）及びその周辺とする。そ

のうち、現地踏査を行う範囲は、事業用地（改変区域）及びその端部から 250ｍ程度を目安とする。」

としている。 

しかし、鳥類の行動範囲は他の動物種よりも広いため 500ｍ程度を調査範囲の目安として設定する。

なお、重要種を発見し、また、利用頻度の高い地域が確認された場合、地点の移動、追加を行う場合

がある。猛禽類の定点調査地点も含めて当日の鳥類の飛翔状況によって、柔軟にルートや地点を移動

するものとした。 

 

3) 調査範囲（両生類、爬虫類） 

事業用地（改変区域）の中心部分（平地部分）やのり面については、 人工的な裸地、草地となって

おり、水域もなく生息には適さないと考えられる。 

西側は国道 10 号に接し、事業用地（改変区域）との間に一部森林が残っている。林内に沈砂池が存

在し、施設への進入道路の改良を行うため、影響をあたえる可能性がある。 

南側は現在、採石事業者が掘削を行っており、振動や音の影響で両生類及び爬虫類の生息には適さ

ないと考えられる。 

東側、北側については、森林となっている。造成の予定はないため、生息環境を改変することはな

い。 

東側、北側については、尾根筋の東西または南北斜面という地形による日照条件や土壌水分等の違

いや、水域なども考慮してひとつの環境域として尾根筋までを調査範囲の目安として設定する。 

また、「道路環境影響評価の技術手法」によると、「事業用地（改変区域）及びその周辺とする。そ

のうち、現地踏査を行う範囲は、事業用地（改変区域）及びその端部から 250ｍ程度を目安とする。」

としている。 

以上を踏まえ、尾根筋及び 300ｍ程度までを調査範囲の目安として設定し、影響範囲を把握する上

で問題はないと考える。なお、降雨などにより一時的な水域が生じ、卵塊や幼生などが確認された場

合は地点の移動、追加を行う可能性があるものとした。 
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4) 調査範囲（昆虫類） 

事業用地（改変区域）の中心部分（平地部分）やのり面については、人工的な裸地、草地となって

おり、森林性の昆虫類の生息には適さないと考えられる。 

西側は国道 10 号に接し、事業用地（改変区域）との間に一部森林が残っている。施設への進入道路

の改良を行うため、影響をあたえる可能性がある。 

南側は現在、採石事業者が掘削をおこなっており、境界には一部樹木が生えているのみで生息には

適さないと考えられる。 

東側、北側については、森林となっている。安全対策としてのり面保護を講じる場合があるが、造

成の予定はないため、昆虫類の生息環境を改変することはない。 

東側、北側については、尾根筋の東西または南北斜面という地形による日照条件や土壌水分等の違

いや、水域なども考慮してひとつの環境域として尾根筋までを調査範囲の目安として設定する。 

また、「道路環境影響評価の技術手法」によると、「事業用地（改変区域）及びその周辺とする。そ

のうち、現地踏査を行う範囲は、事業用地（改変区域）及びその端部から 250ｍ程度を目安とする。」

としている。 

以上を踏まえ、尾根筋及び 300ｍ程度までを調査範囲の目安として設定し、影響範囲を把握する上

で問題はないと考える。なお、脱皮殻、糞などの痕跡が確認されるなどして、より生息の可能性のあ

る環境が確認できた場合、地点の移動、追加を行う場合があるものとした。 

 

5) 調査範囲（魚類、底生生物） 

事業用地（改変区域）には沈砂池がいくつか設置されているが、通常は西側林内にある５号既存沈

砂池を除いて水が枯れた状態である。５号既存沈砂池では、藻類が確認されるなど比較的長期間水量

を保った状態と予想される。また、５号既存沈砂池から流出する水は水路を通じて、大野川へ流出す

る。 

工事中に発生する濁水は現水路を使用するかは未定ではあるが、大野川へは現水路付近へと放流す

る計画である。なお、想定される工事時の濁水量（1.113ｍ3/ｓ）と河川流量（998.5ｍ3/ｓ）を比較す

ると、その影響はわずかなものと想定される。 

以上を踏まえ、事業により改変する可能性がある沈砂池と、工事中の濁水が流出する大野川の流入

口の下流を調査する。範囲は瀬と淵といった河道の形状等を踏まえ設定した。なお、大野川の調査地

点については時期により河床や河道の状況が変化することが考えられることから、調査時に状態を確

認して調査地点を設定するものとした。 

 

6) 調査範囲（猛禽類） 

事業用地（改変区域）の中心部分（平地部分）については、人工的な裸地、草地となっており生息

及び生育には適さないと考えられる。 

西側は国道 10 号に接し、事業用地（改変区域）との間に一部森林が残っている。施設への進入道路

の改良を行うため、影響をあたえる可能性がある。 

南側は、境界には一部樹木が生えているが、現在採石事業者が掘削をおこなっており、振動や音の

影響で猛禽類の生息及び生育には適さないと考えられる。 

東側、北側については、森林となっているが造成の予定はないため、生息環境を改変することはな

い。 
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「道路環境影響評価の技術手法」を参考に、調査地域は、「事業用地（改変区域）及びその端部から

250ｍ程度を目安とする。」こととしている。 

しかし、猛禽類の行動範囲は他の動物種よりも広いため 1kｍ程度を調査範囲の目安として設定す

る。なお、猛禽類が確認され、また、東側の森林地域の利用頻度が高いと考えられた場合には、繁殖

なども考えられるため、新たに東側に調査地点の設定を検討し、繁殖行動（または営巣地の探索）の

把握に努める。その他として、猛禽類の調査地点の一つとして天面山の設定を検討するものとした。 

 

7) 調査範囲（植物） 

事業用地（改変区域）の中心部分（平地部分）やのり面については、人工的な裸地、草地となって

いる。 

西側部分は一部森林が残っており、国道 10 号からの施設への進入道路の改良を行うため、影響を

あたえる可能性がある。 

南側は現在、採石事業者が掘削をおこなっており、境界には一部樹木が生えている。 

東側、北側については、森林となっている。安全対策としてのり面保護を講じる場合があるが、造

成の予定はないため、植物への生育環境を改変することはない。 

東側、北側については、尾根筋の東西または南北斜面という地形による日照条件や土壌水分等の違

いや、水域なども考慮してひとつの環境域として尾根筋までを調査範囲の目安として設定する。 

また、「道路環境影響評価の技術手法」によると、「事業用地（改変区域）及びその周辺とする。そ

のうち、現地踏査を行う範囲は、事業用地（改変区域）及びその端部から 100ｍ程度を目安とする。」

としている。 

以上を踏まえ、尾根筋及び 300ｍ程度（動物調査と合わせて）までを調査範囲の目安として設定し、

影響範囲を把握する上で問題はないと考える。 新の航空写真を参照するが、現地踏査時に植生に大

きな偏移がみられた場合、その周辺を追加して調査を行う場合があるものとした。 

 

3.5 主要な人と自然とのふれあいの活動の場、景観 

調査地点として天面山を追加した。 
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4 環境影響評価準備書に対する意見及び事業者の見解等 

4.1 知事の意見及び事業者の見解 

本事業に係る環境影響評価準備書についての知事意見と事業者の見解は、表 5.4.1-1 に示すとお

りである。 

 

表 5.4.1-1（1/6） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

１

総

括

的

事

項 

(1) 動植物及び生態系に関する現地調査につい
ては、環境影響評価実施計画書に対する知事意
見を踏まえた調査手法の再検討が十分に行わ
れたとは認められず、遺憾である。 
評価書の作成に当たっては、知事意見を勘案

して必要な修正、整理を行い作成すること。 
事業計画の検討に当たっては、環境影響評価

結果を十分に踏まえ、地域住民等の生活環境へ
の影響を可能な限り回避又は低減するため、利
用可能な 善の公害防止技術等を採用するこ
と。 
また、工事中及び供用時の事後調査は、詳細

設計の内容に応じて必要な見直しを行った上
で供用開始後も十分な期間実施し、調査結果は
定期的に情報公開するなど、地域住民へ十分周
知するとともに、住民からの環境保全の見地か
らの意見には適切に対応すること。 

動植物及び生態系に関する現地調査に
ついては、環境影響評価実施計画書に対
する知事意見等を踏まえ、対象事業実施
区域の東側地域における調査地点を再検
討するため現地踏査を行いましたが、昆
虫類、哺乳類のトラップについて評価書
p9.7-2 図 9.7.1-1 に示した地点が適当と
判断いたしました。また、足跡や食痕、糞
などが確認された場合、より生息の可能
性のある環境が確認できた場合、地点の
移動、追加を行うものとしました。しか
し、現地調査を年間通じて実施した結果、
地点の移動や追加による新たなトラップ
を仕掛けるまでには至りませんでした。
評価書の作成に当たっては、知事意見

を勘案して必要な修正、経緯等の整理を
行い作成いたします。これらの点は、「第
11 章 環境影響評価準備書の内容の変更
及びその理由」に取りまとめました。 
事業計画の検討に当たっては、環境影

響評価結果を十分に踏まえ、地域住民等
の生活環境への影響を可能な限り回避又
は低減するため、利用可能な 善の公害
防止技術等を採用してまいります。 
また、工事中及び供用時の事後調査は、

詳細設計の内容に応じて必要な見直しを
行った上で供用開始後も十分な期間実施
し、調査結果は定期的に情報公開するな
ど、地域住民へ十分周知するとともに、住
民からの環境保全の見地からの意見には
適切に対応してまいります。 

２

個

別

事

項 

(1) 
大 
気 
質 

処理方式の選定（プラントメーカーの選定を
含む）に当たっては、環境影響評価の結果も十
分考慮し、環境配慮事項及び環境保全措置とし
て記載された事項を適正に実施することはも
とより、地域住民の生活環境への影響を可能な
限り回避又は低減するための 善の公害防止
技術の導入に努めること。 
今後の詳細設計において排出源の諸元につ

いて見直しが生じる場合は、大気質の予測結果
の妥当性を再度検証し、必要に応じて新たに環
境保全措置を講じること。 

処理方式の選定に当たっては、環境影
響評価の結果も十分考慮し、環境配慮事
項及び環境保全措置として記載された事
項を適正に実施することはもとより、地
域住民の生活環境への影響を可能な限り
回避又は低減するための 善の公害防止
技術の導入に努めます。 
今後の詳細設計において排出源の諸元

について見直しが生じる場合は、大気質
の予測結果の妥当性を再度検証し、必要
に応じて新たに環境保全措置を講じてま
いります。 
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表 5.4.1-1（2/6） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

(2) 
騒 
音 
・ 
振 
動 

対象事業実施区域に近接する主要道路（国道
10号）は、すでに環境基準を超過している区間
があることから、工事の資材等運搬車両及び供
用時の廃棄物運搬車両については、搬入時間帯
及び搬入ルートの分散化、中継地点の設置など
の環境保全措置を講じることにより、可能な限
り自動車騒音の低減に努めること。 
対象事業実施区域の周辺地域は、静穏な環境

であることから、事後調査の実施により、周辺
住民の生活環境に影響を与える騒音（低周波音
含む）及び振動が確認された場合は、環境保全
措置を講じ、影響の低減に努めること。 
 

工事の資材等運搬車両及び供用時の廃
棄物運搬車両については、搬入時間帯及
び搬入ルートの分散化、中継地点の設置
などの環境保全措置を講じることによ
り、可能な限り自動車騒音の低減に努め
てまいります。 
事後調査の実施により、周辺住民の生

活環境に影響を与える騒音（低周波音含
む）及び振動が確認された場合は、環境保
全措置を講じ、影響の低減に努めてまい
ります。 
 

(3) 
悪 
臭 

処理方式の選定に当たっては、環境影響評価
の結果も十分考慮し、環境保全措置として記載
された事項を適切に実施することはもとより、
地域住民の生活環境への影響を可能な限り回
避又は低減するための 善の公害防止技術の
導入に努めること。 
事後調査において、供用による影響が環境保

全目標を上回った場合は、適切な環境保全措置
を講じることにより環境保全目標を遵守する
こと。 

処理方式の選定に当たっては、環境影
響評価の結果も十分考慮し、環境保全措
置として記載された事項を適切に実施す
ることはもとより、地域住民の生活環境
への影響を可能な限り回避又は低減する
ための 善の公害防止技術の導入に努め
てまいります。 
事後調査において、供用による影響が

環境保全目標を上回った場合は、適切な
環境保全措置を講じることにより環境保
全目標を遵守してまいります。 
 

(4) 
水 
質 
・ 
地 
形 
及 
び 
地 
質 

工事の実施に伴って発生する濁水の処理に
ついては、濁水発生量の予測結果を踏まえ、十
分な規模の沈砂池を設置するとあるが、近年の
気象状況から予測条件を上回る降雨量にも対
応できるよう、必要に応じて濁水処理装置等を
設置するなど、生活環境への影響を可能な限り
回避又は低減するための 善の公害防止技術
の導入に努めること。 
 

工事の実施に伴って発生する濁水の処
理については、近年の気象状況から予測
条件を上回る降雨量にも対応できるよ
う、沈砂池を可能な限り大規模なものと
します。また、発生する濁水が著しく濁っ
ている場合には、必要に応じて濁水処理
装置等を設置するなど、生活環境への影
響を可能な限り回避又は低減するための

善の公害防止技術の導入に努めてまい
ります。 

対象事業実施区域は採石場跡地であるため、
採掘により形成されたひな壇状の急斜面が周
囲に残されたままである。今後の造成計画の検
討においては、この斜面の砂岩泥岩互層が風化
によりブロック状の岩片となり崩落すること
がないか、十分に調査、検討し、必要に応じて
崩落対策を講じること。 

対象事業実施区域の地質は中生代後期
白亜紀に属する大野川層群からなり、中
でも中部亜層群の犬飼層Ⅱに相当しま
す。 
地層は N30°～40°E の走向で 45°～

55°S の傾斜を有しています。採石場切土
斜面と地層の関係は受け盤構造となり、
大規模崩壊の危険性は低い状況と考えま
す。 
今後の造成設計では適切な落石対策工

を検討してまいります。 
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表 5.4.1-1（3/6） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

 

(5) 
動 
植 
物 
及 
び 
生 
態 
系 

魚類調査において、現地調査によって確認し
た個体数の記載がないので、評価書には記載す
ること。また、聞き取り調査や文献調査で得ら
れた情報及び調査手法の目的とその選択理由
についても再度整理し、評価書に記載するこ
と。 
 

評価書には魚類調査の個体数を記載い
たしました。また、聞き取り調査や文献調
査で得られた情報及び調査手法の目的と
その選択理由についても整理し、記載い
たしました。 

対象事業実施区域の東側は最も自然度が高
い場所であり、本事業の実施による動植物、生
態系への影響を評価する上で重要な地域であ
る。 
工事着手前の現況把握のためとして、環境影

響評価手続とは別に追加で実施している哺乳
類及び昆虫類の調査についても、調査結果を県
知事に報告するとともに、詳細設計や環境保全
措置に役立てること。また、追加調査の結果に
より確認された種についても、事後調査の実施
を検討すること。 
 

追加で実施している哺乳類及び昆虫類
の調査についても、調査結果を県知事に
報告するとともに、詳細設計や環境保全
措置に活用します。また、追加調査の結果
により確認された重要種についても、事
後調査の実施を検討してまいります。 

猛禽類調査において、サシバ等希少猛禽類が
確認されているが、調査手法として提示してい
る２繁殖期目の調査を実施しないまま土地改
変区域近隣での繁殖の可能性はない又は低い
としている。２繁殖期目の調査を実施しなかっ
た根拠を評価書に記載すること。 

２繁殖期目の調査を実施しなかった根
拠について、評価書 p9.7-15 表 9.7.1-11
に以下の内容を記載いたしました。 
 
・ツミ、ハイタカ、ノスリについては、越
冬期または渡りの時期にのみ確認されて
おり、繁殖地として利用している可能性
はないと判断された。 
・ミサゴ、ハチクマ、オオタカ、サシバ、
ハヤブサについては、越冬期または渡り
の時期に加え、繁殖期にも確認されたが、
いずれも明確な繁殖行動（求愛、造巣、縄
張防衛、餌運び等）は確認されなかった。
また、ハチクマ、サシバの営巣環境とし

て当該地域では比較的好適と考えられる
改変区域の外側の北部から東部の森林に
おいて繁殖期に複数回踏査を行ったが、
営巣に関する情報は得られなかった。 
ハヤブサの営巣環境として好適と考え

られる改変区域内の採石跡崖地では、成
鳥が単独で飛来することがあったが 1 例
のみであり、営巣に関する情報は得られ
なかった。 
以上のことから、改変区域内およびそ

の周辺（1 ㎞以内）で営巣している可能性
は低く、高利用域でもないと判断された
ため、２繁殖期目の調査は実施しなかっ
た。 
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表 5.4.1-1（4/6） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

 

(5) 
動 
植 
物 
及 
び 
生 
態 
系 

改変区域内で生息や繁殖が確認された動物
の保護対策として、対象事業実施区域内の緑地
に創出するとしている小池については、適地を
十分に検討して設置し、動物の生息環境が維持
されるよう、適切に管理を行うこと。 

対象事業実施区域内の緑地に創出する
としている小池については、適地を十分
に検討して設置し、動物の生息環境が維
持されるよう、適切に管理を行ってまい
ります。 
 

改変区域内で確認した植物の重要種につい
て、既存文献の生育環境情報をもって地域個体
群への影響を軽微であると予測しているが根
拠として不十分である。既存文献の情報確認の
ための現地確認を行うなど予測手法を見直し
た上で影響の度合いを判断すること。 
移植に当たっては、適地を小池の低茎草地内

としているが、小池の創出場所や時期が未定で
あり、創出後の小池周辺の自然環境が不明なた
め、適地であるかの判断は、慎重に行うべきで
ある。移植先候補地の現地調査を十分に行って
移植先を選定し、移植時期に応じて十分な期間
の事後調査を行うこと。 

既存文献の生育環境情報に加え、シラ
ンは園芸用に庭木に利用されることも多
く、現地調査においては造成跡地の未舗
装道路の路肩付近でのみ確認されたこと
から逸出の可能性があるため影響の度合
いを「小」と予測していました。ただし、
改変区域内にのみ確認されており、生育
個体および本種の生育環境の消失が生じ
るため、影響の度合いを「小」から「中」
へ見直します（評価書 p9.8-48 参照）。
移植に当たっては、本種の適地である

かの判断を慎重に行うため、小池の創出
場所を含む対象事業実施区域内での現地
調査を十分に行って移植先を選定し、十
分な期間（移植後から供用開始後１年）を
目安として事後調査を行ってまいりま
す。 
 
 

事後調査の調査期間は、植物の重要種の移植
時期や小池の創出時期に応じて必要な見直し
を行った上で決定すること。 
また、対象事業実施区域内外で確認された動

植物の重要種の数の減少や衰退等の傾向が認
められた場合には、速やかに保全措置を講じる
とともに、必要に応じ調査期間の延長を検討す
ること。 
対象事業実施区域外で確認された動物の重

要種については、事業実施後も保全していくた
めに、環境保全措置を確実に実施するととも
に、環境保全措置実施後の周辺環境も含めた生
息状況の変化について、事後調査としてモニタ
リングを実施することを検討すること。 

 事後調査の調査期間は、移植を計画す
るシランについては、移植後から供用開
始後１年を目安として、小池を利用する
両生類及び昆虫類については、創出後か
ら供用開始後１年を目安として、改変区
域及びその周辺の調査については、供用
開始後１年を予定していますが、状況に
応じて必要な見直しを行ってまいりま
す。 
対象事業実施区域内外で確認された動

植物の重要種の数の減少や衰退等の傾向
が認められた場合で、本事業の影響が疑
われる事象については、速やかに保全措
置を講じるとともに、必要に応じ調査期
間の延長を検討してまいります。 
対象事業実施区域外で確認された動物

の重要種については、事業実施後も保全
していくために、環境保全措置を確実に
実施するとともに、環境保全措置実施後
の周辺環境も含めた生息状況の変化につ
いて、事後調査としてモニタリングを実
施いたします。 
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表 5.4.1-1（5/6） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

(5) 
動 
植 
物 
及 
び 
生 
態 
系 

林縁部の樹木伐採においては、重要種を伐採
することがないよう注意すること。 
緑化については、地域の自然植生の特性を十

分に踏まえ、重要種が生育する林縁部の保護に
ついても考慮し、緑化方針及び緑化工法を慎重
に検討すること。 
また、生態系被害防止外来種リスト（環境省

及び大分県）の掲載種が混入しないよう努める
とともに、地元専門家からの助言を十分に聴取
しながら、地域性在来植物を可能な限り活用
し、地域生態系の保全に配慮した緑化とするこ
と。 

林縁部の樹木伐採においては、重要種
を伐採することがないよう注意いたしま
す。 
緑化については、地域の自然植生の特

性を十分に踏まえ、重要種が生育する林
縁部の保護についても考慮し、緑化方針
及び緑化工法を慎重に検討します。 
また、外来種が混入しないよう努める

とともに、地元専門家からの助言を十分
に聴取しながら、地域性在来植物を可能
な限り活用し、地域生態系の保全に配慮
した緑化とします。 
 
 

(6) 
景 
観 

対象事業実施区域は、大分市景観計画におい
て自然景観保全エリアに指定されているため、
地域の特徴を活かした景観の保全と自然と調
和した景観形成について十分に考慮し、景観形
成基準を遵守すること。 
具体的には、遠望できる山等への眺望を阻害

しない建物高さとし、地域の里山や緑地の改変
面積を 小限にすること。また、植樹等を積極
的に行い、地域の植生に類似した樹種を選定す
るなど、周辺との調和に努めること。 
さらに、施設の配置、形状、高さ、色彩等に

ついては、周辺の道路や集落からの視認性を考
慮し、建物等による圧迫感を軽減するととも
に、自然に溶け込むような形態意匠となるよう
検討すること。 
 
 

大分市景観計画（自然景観保全エリア）
における景観形成基準を遵守してまいり
ます。 
建物高さは遠望できる山等への眺望を

阻害しないよう、また、現緑地は可能な限
り改変しないように努めます。また、植樹
については、地域に調和した種類を選定
してまいります。 
施設については、周辺地域に圧迫感等

の印象を与えない自然に溶け込むような
形態意匠となるよう検討してまいりま
す。 
 
 

(7) 
廃 
棄 
物 
等 

工事の実施及び事業活動に伴って生じる廃
棄物等については、その発生の抑制及び再利用
等に努めること。 終処分量を低減させるた
め、処理方式を選定した後には、焼却残渣の発
生量の抑制及び再資源化手法を十分に検討す
ること。 
 
 
 
 
 
 

工事の実施及び事業活動に伴って生じ
る廃棄物等については、その発生の抑制
及び再利用等に努めてまいります。 終
処分量を低減させるため、どのような処
理方式であっても処理生成物を再資源化
する計画です。 
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表 5.4.1-1（6/6） 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事の意見 事業者の見解 

２

個

別

事

項 

(8) 
温 
室 
効 
果 
ガ 
ス 
等 

温室効果ガス等の供用による影響の評価に
おいては、施設の稼働に伴う温室効果ガス排出
量と廃棄物搬出入車両からの温室効果ガス等
の排出を部門ごとに区分して評価し、その結果
から環境保全措置を検討すること。 
処理方式の選定に当たっては、処理方式毎の

排出量、発電による削減量、残渣資源化に伴う
排出量等を可能な限り把握し、温室効果ガス等
の削減効果を勘案すること。発電効率のよい発
電設備の設置や二酸化炭素の回収施設の設置
など、利用可能な 善の技術の導入を検討する
こと。 
当該事業は国の2050年カーボンニュートラ

ルの実現、地球温暖化対策計画の推進を踏ま
え、地球温暖化の防止に寄与する施設を目指す
ことを目標としているため、環境負荷を低減し
た施設になるよう配慮すること。 

ご指摘のとおり、施設稼働によるもの
は業務部門、搬入車両からの排出につい
ては運輸部門の目標と分けて比較評価を
行いました。また、環境保全措置として中
継施設の設置の追加検討を行い、さらな
る運搬の効率化を図る旨を追記しました
（評価書 p9.13-12～p9.13-14 参照）。 
ただし、車両からの CO2排出は本事業の

実施により派生するものであるため、削
減の目標については、本事業全体で総合
的に評価することが必要と考えます。 
処理方式の選定に当たっては、可能な

限り排出量を把握し温室効果ガス等の削
減効果を勘案するとともに、発電効率の
よい発電設備の設置など 善の技術の導
入を目指していきたいと考えます。 
また、二酸化炭素の回収等の技術につ

いて、現在は多くの実証が行われていま
す。その動向に注視し、計画施設における
採用について積極的に検討してまいりま
す。 
以上より、事業全体としての CO2削減に

努めてまいります。 

(9) 
そ 
の 
他 

評価書の作成に当たっては、準備書から追加
する情報を含めて再度記載する情報を整理し、
図示する趣旨を踏まえた図表、見出しや注釈を
工夫するなど、わかりやすい図書となるよう努
めること。 

準備書から追加する情報を含む記載す
る情報については、「第11章 環境影響評
価準備書の内容の変更及びその理由」に
整理しました。 
評価書がよりわかりやすい図書となる

よう図表など一部修正しました。 
 

 

 

4.2 一般の意見の概要及び事業者の見解 

本事業に係る環境影響評価準備書について以下のとおり公告・縦覧した結果、一般の意見は提出

されなかった。 

・公 告 日：令和４年７月１日 

・縦 覧 期 間：令和４年７月１日から令和４年８月１日 

・意見書提出期間：令和４年７月１日から令和４年８月 15 日 

・意見書提出数：０通（０件） 
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5 環境影響評価準備書に係る検討の経緯及びその内容 

5.1 動物 

1) 追加調査（哺乳類、昆虫類） 

環境影響評価実施計画書段階において、大分市自然環境調査検討委員会から事業区域（改変区域）

の東側の地域について、今一度現地踏査及び調査計画の検討を行うべきとの意見を踏まえ、対象事業

東側の地域の現地踏査を実施した。現地踏査の結果、東側の林内はヒノキを中心とした荒れた植林地

またはコナラを中心とした荒れた広葉樹林であり、北側と同様の状況であること、また、南側に近づ

くにつれ日中は採石による騒音が大きくなることを確認した。以上より、東側の地域では直接観察法

により現地調査を行うものとし、各種トラップの設置までは必要ないと判断した。ただし、各季節の

現地調査時により生息の可能性の確認ができた場合、追加でトラップを設置の検討をするものとした。

そして、現地調査の結果、重要種に関する足跡や食痕、糞などが確認されず、より生息の可能性のあ

る環境がみつからなかったため、トラップを仕掛けるまでには至らなかった。 

しかしながら、東側が も自然度が高い地域として把握しておくべきとの見解があることから、哺

乳類、昆虫類について東側の地域で別途追加調査として、シャーマントラップ、自動撮影装置、ライ

トトラップ及びベイトトラップを設置し、今後の環境保全措置の検討に活用するものとした。 

 

5.2 温室効果ガス等  

1) 評価 

供用による影響の評価については、施設の稼働及び廃棄物の搬出入に伴う温室効果ガスの排出量を

合算して、第５期大分県地球温暖化対策実行計画(区域施策編)における業務部門の削減目標と比較評

価を行っていたが、施設の稼働によるものは業務部門、廃棄物の搬出入によるものは運輸部門の削減

目標と分けて再評価を行った。 

 

5.3 事後調査計画  

1) 供用時 

動植物についての供用時の事後調査は、両生類、昆虫類を対象とした対象事業実施区域内の小池に

おける調査のみを実施するものとしていたが、改変区域及びその周辺を含めて事後調査を実施するも

のとした。 
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